
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    

令和４年９月号 

青葉だより 



 

７月２８日（木）、毎年恒例の通所『スイカ割り』を開催しました。 

今年はスペシャルゲストとして恐竜くんに参加してもらいました。 

普段目にする事のない恐竜くんとのスイカ割りに、皆さん笑顔が溢れていました。 

 コロナ禍で外出が難しい中、少しでも楽しい思い出が作れるよう、これからも色々工夫して

いきたいと思います。 

ご利用者様と一緒に作成した花火♪♪

デイケアの廊下に、大きな打ち上げ花

火が上がりました！ 
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８月のレクレーションの時間はひまわりの壁紙作りでした。 

太陽に向かって伸びる大きなひまわりを、皆さんで一生懸命作りました。 

そして夏と言ったらスイカ！！ 

２階ではスイカ割りができなかったので、他の階から誘って頂きました。 

とても美味しいスイカで、皆さん笑顔で食べていらっしゃいました。 

 

 

２階 壁画作り 

たくさんのヒマワリが 

出来上がりました♡ 



 

 

７月１６日にスイカ割りをしました。 

ご利用者様の顔の２倍はありそうな大きなスイカを

用意しました。 

「うわ～！おっきいね！」「なんぼ叩いても割れんく

らい大きいな～！」とスイカの大きさにビックリで

す（笑） 

笑い声とスイカを叩く音がフロアに響き、夏のひと

時を満喫しました。 切り分けたスイカも甘く「美

味しー！！」と手が止まらず、ペロリと完食！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月末にフロアに置いてある DVD の中に、昔の佐田岬半島の四季を映した番組を見つけ

ました。 

「あ！ここ知っとる！」「そうそう、昔はこんなのやったな！」 

利用者の皆様は、目を輝かせて観ていらっしゃいました。 

 



理学療法士 
竹田 悠夏 

薬剤師 
大槻 すみ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 今年も暑い夏になりましたね。だんだんと朝晩涼

しくなり、季節の変わり目を感じる今日この頃です

が、皆様お変わりないでしょうか。 

 ８月は、３年ぶりの盆踊り大会を計画しておりま

したが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、泣く

泣く中止の決断に至りました。まだまだ行事等の開

催が難しい日々が続いておりますが、日常がより楽

しいものになるよう、職員一丸となって笑顔で感染

対策に努めてまいります。 

 

＊広報委員＊  事務職員 I、他編集委員５名 

 

はじめまして！！ 

8 月より勤務させて頂いています。

前職では療養型病棟に勤務してい

ました。 

分からない事もたくさんあります

が、少しでも早く仕事を覚えて、皆

様の役に立てるように頑張ります。 

宜しくお願い致します。 

青葉だより  

令和４年９月号 

発行日 令和４年９月 15 日 

発行所 〒796-0001 

愛媛県八幡浜市向灘 229 番地 14 

社会福祉法人 ことぶき会 

介護老人保健施設 青葉荘 

TEL   0894-22-5855 

FAX  0894-22-5400 

e-mail aobaso@globe.ocn.ne.jp 

ホームページ http://rouken-aobaso.jp/ 

青葉荘 ホームページ 

 

大学卒業後は主に病院勤務して

おりました。 

高齢化社会で老人保健施設の重要

性が益々高まっている中、今まで

の経験と知識を活かしてお役に立

ちたいと思っています。 

薬剤師免許証はそろそろ紅葉マー

クになりますが、皆様のご協力を

得ながらチームワークで仕事をさ

せて頂きたいと思いますので、宜

しくお願い致します。 

ご利用者のベットからの転倒・転落防止は、介護職員の最優先課題です。 

当施設では、センサーマット等で対応していますが、夜間など少人数の職員では限界があります。 

最近参加した介護研修の中で、介護施設と愛媛の企業が共同して考案した『離床カメラシステム』

の存在を知りました。 

当施設でも導入を検討したいと考え、発案した介護施設へ見学に行きました。 

また職員会議に企業代表に来ていただき、活用方法を職員をモデルにして体験しました。 

各室内にカメラを設置し、詰所とタブレットで室内の様子を見ることにより、素早い対応が期待で

きると考えています。 

老健施設という業態の中、マンパワーのみの対応は困難です。 

今後介護の現場で、ご利用者の皆様が安全で安心できる生活が送れるよう、その他の介護ロボット

等を導入していくことを検討しています。 

                  事故防止・身体拘束適正化委員会副委員長 楠静香（介護）、施設長 松田光司                         

カメラはスマートフォンと 
ほぼ同じサイズ！ 
軽量でどこでも設置できます。 

黄色の長方形の枠を感知エリアに設
定。感知エリアはパソコンで足元など
どこにでも、又いろいろな形、サイズ
に設定できます。 
 

 

介護ロボット体験 

起き上がった時に身体が感知エリアに
入ったためアラートが鳴り、画像で確認
できます。 
 

黄色の枠が感知エリア 
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